
墨 田 区（報道）            

                  令和５年６月５日 佐藤 
～ いつでも、どこでも、簡単、便利に納付手続きが進められます！ ～ 

関係する団体とともに「すみだキャッシ
ュレス納付共同推進宣言」を表明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《写真》6/2 実施の宣言式の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《概要》『すみだキャッシュレス納付共同推進宣言』宣言式 
日時：令和５年６月２日（金）午後３時～ 
会場：墨田区役所 ７階庁議室（墨田区吾妻橋1-23-20） 
出席者：山本 健治 本所税務署長、田中 利浩 向島税務署長、川嶌 守 墨田都税事務所長、 

柴田 重俊 本所署管内納税貯蓄組合連合会会長、佐藤 幾洋子 向島署管内納税貯蓄組合連合会会長、 
山本 亨 墨田区長 ほか 

宣言文：別添のとおり 

《問合せ》税務課 ℡03-5608-6008 
※お問い合わせは午後５時までにお願いします。（広報広聴担当 ℡03-5608-6220） 

墨田区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

区は、6 月 2 日に、墨田区役所において、本所・向島 両税務署、墨田都税事務所、本所・向島 両納税貯
蓄組合連合会とともに「すみだキャッシュレス納付共同推進宣言」を表明しました。これは、「納め忘れの
ない口座振替」、「いつでもどこでもスマホ１つで簡単決済（スマートフォン決済アプリ）」、「地方税共通納
税 eLQR（軽自動車税種別割のみ対応）」などキャッシュレス納付の一層の普及に向けて共同で推進するこ
とを宣言するものです。 

これまで、区では、本所・向島両税務署と連携してマイナンバーカードや e-TAX 普及を目的とした PR
動画を作成し、区公式 YouTube チャンネルや墨田都税事務所内での放映などを行ってきました。 

また、キャッシュレス納付に関しては、平成 27 年のモバイルバンキングを利用したキャッシュレス納付
の導入を皮切りに、クレジットカードでの納付や様々なスマートフォン決済アプリの導入など、区独自で取
組みを進めてきました。その一方、国税（所得税、消費税など）、都税（自動車税種別割、固定資産税など）
でもキャッシュレス納付を受け付けているものの、取り扱うキャッシュレス納付の種類や支払方法に差があ
り、わかりづらいという課題もあります。 

そこで、今回の宣言では、税務関係機関である税務署、都税事務所と一層連携・協力を強め、また、納税
貯蓄組合連合会をはじめとした地域の方々とも連携することで、キャッシュレス納付についてよりわかりや
すく周知し、普及を加速していきます。 

今回の宣言について山本区長は、「納税貯蓄組合連合会をはじめとする地域の皆様の力をお借りしながら、
DX の取組みでもあるキャッシュレス納付を推進し、区民の利便性の向上と業務改革を徹底することで、利
用者中心のサービスを目指していきます。」と話しました。 

（写真下段左から、川嶌 守 墨田都税事務所長、山本 亨 墨田
区長、佐藤 幾洋子 向島納税貯蓄組合連合会長、柴田 重俊 本所納
税貯蓄組合連合会長、山本 健治 本所税務署長、田中 利浩 向島税
務署長 
上段左から、タックス･タクちゃん、筒井 カツ子 向島納税貯
蓄組合連合会会計監査、西田 信行 向島納税貯蓄組合連合会常任理事、
藤間 博昭 向島納税貯蓄組合連合会副会長、矢﨑 春雄 本所納税貯
蓄組合連合会副会長、森 八一 本所納税貯蓄組合連合会副会長、那須 
洋 本所納税貯蓄組合連合会副会長、イータ君） 


